
 第二管区海上保安本部公示第２８号 

 

 水路業務法（昭和２５年法律第１０２号）第８条の規定に基づき、水路測量

の実施について、次のとおり公示する。 

 

   令和５年９月１１日 

 

第二管区海上保安本部長        

   山戸 義勝（公印省略） 

 

 

１ 水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所 

 東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所 

宮城県多賀城市明月１-４-６ 

第二管区海上保安本部 

  宮城県塩釜市貞山通３-４-１ 

 

２ 水路測量を実施する区域及び期間 

 イ 区  域  仙台塩釜港仙台区（付図に示すとおり） 

 ロ 期  間  令和５年 ９月１９日から 

         令和５年１２月１５日までのうち２日間 

 

３ 水路測量の実施方法 

 GNSS 測位機による測位及び音響測深機による測深 

 

４ 航行船舶に対する安全措置 

イ 水路測量に従事する船舶は、水路業務法施行規則（昭和２５年運輸省

令第５５号）第６条に定める標識を掲載する。 

 ロ 二管区水路通報第３６号（９月１５日発行）により周知する。 

 



付 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連海図 W64B 

 

X座標_元期 Y座標_元期 緯度_今期 経度_今期

測深範囲

イ -192288.3749 16873.0035 38°16′03.42405" 141°01′34.22904"

ロ -192198.8198 16882.0333 38°16′06.32816" 141°01′34.60823"

ハ -192238.6046 17276.6131 38°16′05.01071" 141°01′50.83828"

二 -192345.9518 17145.1701 38°16′01.53797" 141°01′45.42121"

ホ -192343.1127 17116.9954 38°16′01.63200" 141°01′44.26233"


